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議 案 の 提 出 に つ い て

下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112条及び会議規則第 13条第 1項の規定により

提出する。

議員提出議案第 1号  堺市議会事務局条例の一部を改正する条例

理由

議会事務局を議会θ)さ らなる権育ヒ強化を支援する組織とするため、その名称を議会局に変更す

ることとし、必要な改正を行 うために本条例案を提案するものである。

記
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議員提出議案第 1号

堺市議会事務局条例の一部を改正する条例

堺市議会事務局条例 (昭和 36年条例第 27号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

堺市議会議会局設置条例

第 1条の見出し中「事務局」を「議会局」に改め、同条中「事務局」の次に 「として、議会

局」を加える。

第 2条及び第 3条中「事務局職員」を「議会局の職員」に改める。

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。

(堺市議会基本条例の一部改正 )

2 堺市議会基本条例 (平成 25年条例第 24号)の一部を次のように改正する。

第 15条 (見出しを含む。)中 「議会事務局」を 「議会局」に改める。

(堺市議会個人情報の保護に関する条例の一部改正)

3 堺市議会個人情報の保護に関する条例 (令和 4年条例第 33号)の一部を次のように改正す

る。

第 2条第 4項及び第 13条第 4項中「議会の事務局」を「議会局」に改める。
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参考資料
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堺市議会事務局条例 (昭和 36年条例第 27号)新旧対照表

¬

改正後 (案 )

堺市議会議会局設置条例

(議会局の設置)

第 1条 堺市議会に、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 138

条第 2項の規定に基づき、事務局 として、議会局 を置く。

(職員の定数)

第 2条 議会局の職員の定数は、堺市職員定数条例 (昭和 29年条例第

3号)の定めるところによる。

(職員の身分等の取扱い)

第 3条 議会局の職員の身分取扱い、給与については、法令、条例その

他別に定めるものを除くほか、堺市職員の例による。

現行

堺市議会事務局条例

(事務局の設置)

第 1条 堺市議会に、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 138
条第 2項の規定に基づき、事務局を置く。

(職員の定数)

第 2条 事務局職員の定数は、堺市職員定数条例 (昭和 29年条例第 3

号)の定めるところによる。

(職員の身分等の取扱い)

第 3条 事務局職員の身分取扱い、給与については、法令、条例その他

別に定めるものを除くほか、堺市職員の例による。



堺市議会基本条例 (平成 25年条例第 24号)新旧対照表

∞

改正後 (案 )

(議会局の機能強化 )

第 15条 議会は、議会の政策立木安能力を向上させ、議会の機能を充実

させるため、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとす

る。

現行

(議会事務局の機能強化)

第 15条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会の機能を充実

させるため、議会活動を補佐する議会事務局の機能強化に努めるもの

とする。



堺市議会個人情報の保護に関する条例 (令和 4年条例第 33号)新旧対照表

く0

改正後 (案 )

(定義)

第 2条  1～ 3 (略 )

4 この条例において 「保有個人情報」とは、議会局の職員 (以下この

章から第 3章まで及び第 6章において 「職員」という。)が職務上作

成し、又は取得 した個人情報であつて、職員が組織的に利用するもの

として、議会が保有しているものをいう。ただし、職員が職務上作成

し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であつ

て、職員が組織的に用いるものとして、議会が保有 しているもの (次

に掲げるものを除く。以下「公文書」とい う。)に記録されているも

のに限る。

(1)。 (2) (略 )

5～ 13 (略 )

(利用及び提供の制限)

第 13条  1～ 3 (略 )

4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めると

きは、保有個人情報の利用 目的以外の目的のための議会の内部におけ

る利用を議会局の特定の口果又は職員に限るものとする。

5 (略 )

現行

(定義)

第 2条  1～ 3 (略 )

4 この条例において 「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員 (以

下この章から第 3章まで及び第 6章において 「職員」という。)が職

務上作成 し、又は取得 した個人情報であつて、職員が組織的に利用す

るものとして、議会が保有 しているものをいう。ただし、職員が職務

上作成 し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録

であつて、職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているも

の (次に掲げるものを除く。以下 「公文書」という。)に記録されて

いるものに限る。

(1)。 (2) (略 )

5～ 13(略 )

(利用及び提供の制限)

第 13条  1～ 3 (略 )

4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めると

きは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部におけ

る利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。

5 (略 )
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